
障害者活躍推進計画 

 

 障害者の雇用の促進等に関する法律（以下「法」という。）第７条の３第１項の規定

により、障害者活躍推進計画作成指針に即して、障害者である職員の職業生活における

活躍の推進に関する取組に関する計画（以下「障害者活躍推進計画」という。）を策定

します。 

 

１．作成主体 

  各任命権者が障害者活躍推進計画を策定することになっていますが、出先機関も含 

めた役場全体で障害者の活躍推進に向けた取組を推進するため、互いに連携して対応  

していきます。 

本計画は、関ケ原町における町長部局の障害者活躍推進計画となります。 

 

２．計画期間 

  令和２年４月１日～令和７年３月３１日までの５年間 

   なお、計画期間内においても、毎年度、取組状況等を把握・検証し、必要に応じ 

て計画を見直します。 

 

３．周知・公表 

  策定又は改定を行った計画は、全ての職員に周知するとともに、町のホームページ  

に掲載するなど、適切な方法で公表します。また、数値目標の達成状況及び計画に掲 

げる取組の実施状況等について、毎年、周知・公表します。 

 

４．本町の課題 

  令和元年度法定雇用率（令和元年６月１日時点）が未達成であったため、実雇用率 

の法定雇用率（令和元年度 2.5％）達成が急務となっています。 

同時に、障がいのある職員が安心して働くことができる環境づくりを通じて、応募 

者の増及び職場定着を図ります。 

 

５．目標 

①採用に関する目標 

  （各年度）当該年６月１日時点の法定雇用率以上 

  【参考】令和元年度６月１日時点の実雇用率：１．９５％ 

 

 ②定着率に関する目標 

  不本意な離職者を極力生じさせないようにします。 



６．取組内容 

 ①体制整備 

総務課に庁内相談窓口を設置し、人的サポート体制の充実を図ります。 

障害者雇用推進者として総務課長を選任します。 

障害者職業生活相談員を設置します。（雇用する障害者が５人以上になった場合）  

就労支援機関等と連携し、新規雇用の開拓に努めます。 

 

 ②人材育成 

  障害のある職員の支援のため、障害に関する基本的知識・仕事をする上で生じやす 

い問題や配慮等について、積極的に外部の講習・研修を受講します。 

・岐阜労働局：「障害者職業生活相談員資格認定講習」 

・岐阜労働局：「精神・発達障害者しごとサポーター養成講座」  等 

 

 ③環境整備 

  職務整理表の作成・活用による職務の選定（既存業務の切り出し等）及び創出（複

数の作業の組み合わせによる新規業務の創出等）を行います。 

職員アンケート等により、職場等の満足度を調査します。 

  定期的に障害のある職員との面談等を実施し、業務の適切なマッチングができてい 

るか点検し、改善に向け検討していきます。 

  障害者の要望を踏まえた環境整備に努めます。 

  

④募集・採用 

  募集時には、障害特性に配慮した選考方法を用います。また、障害者からの要望を 

踏まえ、勤務時間及び職務内容については柔軟に対応します。 

 募集・採用に当たっては、以下の取扱いを行いません。 

・ 特定の障害を排除し、又は特定の障害に限定する。 

 ・ 自力で通勤できることといった条件を設定する。 

 ・ 介助者なしで業務遂行可能といった条件を設定する。 

 ・ 「就労支援機関に所属・登録しており、雇用期間中支援が受けられること」と 

いった条件を設定する。 

 ・ 特定の就労支援機関からのみの受入れを実施する。 

 

 ⑤その他 

  国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律に基づく 

障害者就労施設等への発注等を通じて、障害者の活躍の場の拡大を推進します。 

 


